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番号 2

削除 

(c) 柱の小径  柱は，その柱にかかる力の大きさに応じて，必要な

太さがなければならない。そのため，柱の⾧さ(l：はり・桁・土台など

の横架材相互間の垂直距離)に応じた柱の径(de：小径)の割合について

は，建築物の実況に応じて以下に示す国土交通大臣の定める割合 以

上のものでなければならない(令 43 条 1 項)。 

 なお，地上 3 階建木造建築物の 1 階の柱の径は，原則として，13.5 

cm 以上としなければならない(令 43 条 2 項)。また，2 階建以上の場

合には，隅柱またはこれに準じる重要な柱は，原則として通し柱とし

なければならない(見返し 6)(令 43 条 5 項)。 

番号 2 

p.62 より移動 

番号 49 

p.62 より移動 
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番号 7 
p.61に移動 

挿入，番号 7 

挿入，番号 7

番号 5

番号 3 

番号 5 

挿入 
番号 8 

番号 7 

番号 7 

番号 7 

番号 7 

番号 8 

番号 7 
p.61に移動

番号 49 

(d) はりなどの横架材  はり・桁のような横架材は，床版や小屋組

などの⾧期荷重を受けるため，部材の中央付近では常時その部材断面

の下部に引張力が作用し，上部に圧縮力が作用する。このとき中央部

の下側部分に欠込みがあると，部材の強度は低下する。そのため，は

り・桁などの横架材には，中央部付近の下側に構造耐力上支障のある

欠込みをしてはならない(令 44 条)。 

(e)筋かい  建築物を地震力や風圧力のような水平力に対して安全

にするためには，軸組 に水平方向の抵抗力をもたせなければならな

い。そのためには，必要な量の壁や筋かいを設ける必要がある。筋か

いについては，次のような規定が定められている(令 45 条)。 

① 引張り筋かいは，1.5 cm × 9 cm 以上の木材か，径 9 mm 以上の鉄

筋，圧縮筋かいは 3 cm × 9 cm 以上の木材等 としなければならない。 

  軸組は，土台・柱・ 

はり・胴差・桁などから 

構成され，木ずりや構造 

用合板などをこれらの部 

材に打ちつけた壁や土塗 

壁とする場合と筋かいを 

設ける場合がある。 

 軸組の強さ(壁倍率)は， 

面材の種類・厚さや筋か 

いの断面の大きさなどに 

よって決められている。 

  これと同等以上に引 

張力または圧縮力を負担 

することができる材料と 

して国土交通大臣が定め 

たものもしくは国土交通 

大臣の認定を受けたもの 

を使用することもできる。 

番号 5

挿入 
番号 8 

番号 3 

番号 7 

番号 7 

番号 7 

番号 7 

番号 5

番号 7 

番号 8 

番号 7 
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番号 3

番号 4 

番号 4

番号 4

削除 
番号 9 

挿入 
番号 9 

番号 8 

番号 8 

番号 9 

番号 9 

番号 9 

番号11 番号10 

番号 3 

番号 4 

番号 4 

番号 4 

番号 8 

番号 8 

番号 9 

番号 9 

番号 9 

番号 9 

番号 11 番号 10 
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番号 4 

番号 4 

番号 4 

番号 4

番号 4 
番号 4 

削除 

番号 11

番号 9 

番号 11

番号 9

番号 11 

番号 4 

番号 4

番号 4 

番号 4 

番号 4 
番号 4 

挿入，番号 9

番号 11 

番号 9 

番号 11 

番号 9

番号 11 
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番号 35

p.195 へ移動 

削除 

年に新たに建築物省エネ法が制定され，同法に基づき，より強化され

た建築物の省エネルギー対策が実施されることとなった。さらに 2022

年に同法が改正され，2025 年からは住宅・非住宅を問わず原則すべて

の新築建築物に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合

が義務づけられるなど，省エネ性能の底上げやより高い省エネ性能へ

の誘導等の措置が講じられた。 

 原則として，建築物の新築や増改築をしようとするすべての建築主 

は，その建築物を省エネ基準に適合させなければならず➐，また，工

事着手前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ性能確保計画)

番号 35 
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p.196 より移動 

原則としてすべての建築物の
新築・増改築 1) 

2) 

について，所管行政庁➋または登録建築物エネルギー消費性能判定機

関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受けなければならない➌。この基準適合義務の規定は，建築基準関

係規定とみなされ，建築確認の対象となる➍。 

 また，建築主は，省エネ基準を超える省エネ性能の一層の向上をは

かるよう努めることが求められており，建築士も，建築物の建築また

は修繕等に係る設計を行うときは，省エネ性能の向上に資する事項に

ついて建築主に説明するよう努めることが求められる➎。 

 エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築や増改築，空気調

和設備等の設置・改修などの計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)

が一定の誘導基準に適合している場合，所管行政庁の認定を受け，誘

導基準に適合させるために必要となった部分について容積率の特例➏

を受けることができる➐。 

 以上のほか，国などの関係機関の責務，住宅トップランナー制度➑，

既存建築物の扱いなどについて定められている。 

 表 2 におもな制度と対象建築物，適用される基準などを，図 3，図

4 に建築物と住宅の省エネルギー対策の例を示す。 

注．1）次のものは対象外となる。①10 m2 以下の新築・増改築，②居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより
空気調和設備を設ける必要がないもの，③歴史的建造物，文化財等，④応急仮設建築物，仮設建築物，仮設興行場等，
⑤増改築の場合における増改築以外の部分。 

2）1 年間に分譲戸建住宅 150 戸以上，注文戸建住宅 300 戸以上，賃貸アパート 1000 戸以上または分譲マンション 
1000 戸以上を供給する事業者。 

p.196 より移動 

削除 
削除 

削除 

p.194 より 
移動 
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p.195 へ移動 

p.195 へ移動 


